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振動 

対象事業実施区域及びその周辺における振動の状況等を調査し、工事中における運搬、土地

造成、掘削、工作物の撤去・廃棄、舗装工事・コンクリート工事、建築物の工事及び供用時に

おける自動車交通の発生、焼却施設の稼働に伴う周辺環境への影響について予測及び評価を行

った。 

 

4.3.1 調査 

 1．調査項目 

対象事業に伴う振動の影響について予測するための基礎資料を得ることを目的に、表 4.3-1

に示す項目について調査を行った。 

 

 2．調査方法 

各調査項目における調査方法及び調査頻度・時期等は、表 4.3-1に示すとおりである。 

 

表 4.3-1 現地調査内容（振動） 

調査項目 調査方法 地点数 調査頻度・時期等 

環境振動 「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日 
総理府令第 58 号）に定める方法 

5 地点 
2 回（平日、休日） 
（24 時間連続） 

道路交通振動 「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日 
総理府令第 58 号）に定める方法 

2 地点 

2 回（平日、休日） 
（16 時間連続） 

地盤卓越振動数 「道路環境整備マニュアル」（平成元年 財団法
人日本道路協会）に定める方法 

1 回 

 

 3．調査地域及び地点 

環境振動の調査地域は、工事中における建設作業振動及び供用時における焼却施設の稼働振

動による影響を考慮して、対象事業実施区域及びその周辺とした。道路交通振動及び地盤卓越

振動数の調査地域は、工事中における工事関係車両の走行に伴う道路交通振動及び供用時にお

ける廃棄物搬出入車両等の走行に伴う道路交通振動による影響を考慮して、車両が集中する主

要な走行ルート沿道とした。 

また、調査地点は、「4.2 騒音」と同様の地点とし、表 4.3-2に示すとおりである。 

 

表 4.3-2 振動に係る現地調査地点の設定理由 
調査項目 地点番号 地点名 設定根拠 

環境振動 

地点 
1a～1d 

対象事業実施区域 
（敷地境界 4地点） 

対象事業実施区域の敷地境界における現況の状況
を把握するため、調査地点として選定した。 

地点 2 最寄住居 
対象事業実施区域の東南東側約 0.2km に位置す
る。対象事業実施区域最寄の住居周辺への影響を
確認するため選定した。 

道路交通振動 

地点 A 堤防道路東側 
工事関係車両及び廃棄物搬出入車両等の主要な走
行ルートである堤防道路の東側の代表地点とし
て、道路の沿道地域を調査地点として選定した。 

地点 B 堤防道路西側 
廃棄物搬出入車両等の主要な走行ルートである堤
防道路の西側の代表地点として、道路の沿道地域
を調査地点として選定した。 
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 4．調査期間 

調査期間は、「4.2 騒音」と同様とし、表 4.3-3に示すとおりである。 

 

表 4.3-3 調査実施期間 

調査項目 調査時期 調査実施期間 

環境振動、道路交通振動、地盤卓越振

動数 

平日 令和4年10月25日(火)22:00～26日(水)22:00 

休日 令和4年10月29日(土) 0:00～29日(土)24:00 

 

 5．調査結果 

  (1)環境振動 

環境振動の調査結果は、表 4.3-4に示すとおりである。 

振動については、「振動感覚閾値
い き ち

」（人が振動を感じ始めるとされる値）55デシベルと比較

すると、いずれの地点も昼間、夜間ともに振動感覚閾値以下となっていた。 

 

表 4.3-4 環境振動調査結果 
単位：デシベル 

地点番号 地点名 時期 

調査結果 

振動感覚閾値 振動レベル（L10） 
昼間 

7 時～19 時 
夜間 

19 時～7 時 

地点 1a 対象事業実施区域東側 
平日 25 未満 25 未満 

55 

休日 25 未満 25 未満 

地点 1b 対象事業実施区域北側 
平日 28 25 未満 
休日 27 25 未満 

地点 1c 対象事業実施区域西側 
平日 45 33 
休日 33 33 

地点 1d 対象事業実施区域南側 
平日 25 未満 25 未満 
休日 25 未満 25 未満 

地点 2 最寄住居 
平日 26 25 未満 
休日 25 未満 25 未満 

注）振動については環境基準が設定されていないが、「振動感覚閾値」（人が振動を感じ始めるとされる値）55 デシ
ベルと比較した。 
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  (2)道路交通振動 

道路交通振動の調査結果は、表 4.3-5に示すとおりである。 

調査結果は、いずれの地点も昼間、夜間ともに要請限度以下となっていた。 

 
表 4.3-5 道路交通振動調査結果 

単位：デシベル 

地点番号 地点名 時期 

調査結果 要請限度 
【第 2種区域】 振動レベル（L10） 

昼間 
7 時～19 時 

夜間 
19 時～7 時 

昼間 
7 時～19 時 

夜間 
19 時～7 時 

地点 A 堤防道路東側 
平日 33 25 未満 

70 以下 65 以下 
休日 32 25 未満 

地点 B 堤防道路西側 
平日 41 25 未満 

70 以下 65 以下 
休日 40 25 未満 

注 1）調査地点 B に要請限度は設定されていないが、本計画施設は準工業地域の規制基準を適用することから、第
二種区域（近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びこれらの地域に相当する地域）の要請限度
と比較した。 

注 2）要請限度の第 2種区域は、振動規制法第 16 条第 1項の規定に基づく指定区域内における道路交通振動の限度
により指定。 

注 3）要請限度とは、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときに、市町村長が道路管理者
に振動防止のための道路の修繕等の措置を要請し、又は県公安委員会に道路交通法の規定による措置を執る
よう要請する際の限度をいう。 

 

  (3)地盤卓越振動数 

地盤卓越振動数の調査結果は、表 4.3-6に示すとおりである。調査結果は、地点Aで23.5Hz、

地点Bで23.0Hzとなっていた。「道路環境整備マニュアル」（平成元年、(公社)日本道路協会）

では15Ｈz以下を軟弱地盤としているが、いずれの地点も15Hzを上回っている。 

 

表 4.3-6 地盤卓越振動数調査結果 
単位：Hz 

地点番号 地点名 
調査結果 

地盤卓越振動数 

地点 A 堤防道路東側 23.5 

地点 B 堤防道路西側 23.0 
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4.3.2 予測及び評価の結果 

 1．予測の内容及び方法 

振動に係る予測の内容及び方法についての概要は、表 4.3-7(1)、(2)に示すとおりである。 

 

  (1)予測対象とする影響要因 

対象事業の影響要因を踏まえ、工事中における資材等の運搬に伴う工事関係車両の走行に

伴う道路交通振動、土地造成、掘削、工作物の撤去・廃棄、舗装工事・コンクリート工事、

建築物の工事に伴う建設機械の稼働に伴う建設作業振動、供用時における廃棄物搬出入車両

等の走行に伴う道路交通振動、焼却施設の稼働振動による周辺環境への影響について予測を

行った。 

 

  (2)予測地域及び地点 

工事関係車両及び廃棄物搬出入車両等の走行に伴う影響について予測地域及び地点は、道

路交通振動の現地調査地域及び地点に準じた。 

また、建設機械の稼働に伴う予測地域及び地点は、環境振動の現地調査地域及び地点に準

じた。 

 

  (3)予測対象時期 

予測の対象時期は、工事中における工事関係車両の走行に伴う道路交通振動については、

工事関係車両の走行台数が最大となる時期、建設機械の稼働に伴う建設作業振動については、

工事箇所からの建設作業振動による影響が最大となる時期、供用時における廃棄物搬出入車

両等の走行に伴う道路交通振動及び施設の稼働振動については施設が定常的に稼働する時期

とした。 

 

表 4.3-7(1) 振動に係る予測の内容及び方法（工事による影響） 
影響要因 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等 

工事による
影響 

運搬（機械・資
材・廃材等） 

工事関係車両の
走行に伴う道路
交通振動 

「道路環境影響評
価の技術手法（平
成 24 年度版）」に
示される式 

走行ルート沿道
地域のうち、住居
等の分布を勘案
した地点（現地調
査地点と同様） 

工事関係車両の
走行台数が最大
となる時期 

土地造成（切
土・盛土） 

建設機械の稼働
に伴う建設作業
振動 

振動の距離減衰
式 

対象事業実施区
域敷地境界及び
その周辺並びに
現地調査地点 

工事箇所からの
建設作業振動に
よる影響が最大
となる時期 

掘削 

工作物の撤去・
廃棄（建築物の
解体等） 

舗装工事・コン
クリート工事 

建築物の工事 
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表 4.3-7(2) 振動に係る予測の内容及び方法（存在・供用による影響） 
影響要因 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等 

存在・供用に
よる影響 

自動車交通の
発生 

廃棄物搬出入車
両等の走行に伴
う道路交通振動 

「道路環境影響評
価の技術手法（平
成 24 年度版）」に
示される式 

走行ルート沿道
地域のうち、住居
等の分布を勘案
した地点（現地調
査地点と同様） 

施設が定常的に
稼働する時期 

焼却施設の稼
働 

施設の稼働振動 振動の距離減衰
式 

対象事業実施区
域敷地境界及び
その周辺並びに
現地調査地点 

施設が定常的に
稼働する時期 
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 2．工事中の工事関係車両の走行に伴う道路交通振動による影響 

  (1)予測結果 

工事関係車両の走行に伴う道路交通振動の予測結果は、表 4.3-8に示すとおりである。 

予測結果は、工事関係車両の通過する地点Aで36デシベルとなり、要請限度を下回ると予測

する。また、振動感覚閾値55デシベル以下であった。 

 

表 4.3-8 工事関係車両の走行に伴う道路交通振動の予測結果（L10） 
単位：デシベル 

予測地点 
ピーク 
時間帯 

現況 
振動レベル 

① 

振動レベル計算値 
予測結果 
①＋④ 

要請限度 

【第 2種区域】 

現況 
② 

工事中 
③ 

増加量 
④=③-② 

昼間 
（7～19 時） 

地点 A 
（堤防道路東側） 

16:00～17:00 
33 

(33.2) 
40.1 42.9 2.8 

36 
（36.0） 

70 以下 

注 1）ピーク時間帯とは、道路交通振動レベルの予測結果が最大となる時間帯を示す。 
注 2）要請限度の第 2種区域は、振動規制法第 16 条第 1項の規定に基づく指定区域内における道路交通振動の限度

により指定。 

 

  (2)予測結果の信頼性 

予測結果の信頼性に係る条件の設定内容及び予測結果との関係は、表 4.3-9に示すとおり

である。 

予測にあたっては、工事関係車両の走行台数が最大となる時期の条件を採用している。こ

のため、予測結果は環境影響の程度を評価するにあたって十分な信頼性を有していると考え

る。 

 

表 4.3-9 予測結果の信頼性に係る条件設定内容と予測結果との関係 

項目 設定内容 予測結果との関係 

振動予測計算式 
予測式は道路交通振動の予測
に一般的に用いられている式
である。 

予測対象とする道路構造は平面道路であり、
予測手法の適用は適切であると考える。 

工事関係車両台数 
工事関係車両は、台数が最大と
なる工事開始後 18～20 ヵ月目
の台数が走行する条件とした。 

台数が最大となる時期の工事関係車両台数
を予測条件として用いていることから、予測
結果については影響が最大となる場合の条
件を考慮していると考えられる。 
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  (3)環境保全措置の内容と経緯 

工事中における工事関係車両の走行に伴う道路交通振動による影響をできる限り緩和させ

ることとし、表 4.3-10に示す環境保全対策を講じる。 

なお、予測の前提条件としている環境保全措置はない。 

 
表 4.3-10 環境保全措置（工事関係車両の走行に伴う道路交通振動） 

環境保全措置 環境保全措置の内容 
環境保全措置 
の種類注） 

交通量の分散 
工事関係車両が集中しないような工事工程等とし、走行
の時期・時間帯の分散に努める。 

低減 

交通規制等の遵守 
速度や積載量等の交通規制及び指定走行ルート、標示規
制等を遵守する。 

低減 

注）【環境保全措置の種類】 
回避：全部又は一部を行わないこと等により、影響を回避する。 
低減：実施規模若しくは程度を制限すること又は発生した影響を何らかの手段で軽減若しくは消失させるこ

とにより影響を低減する。 
代償：代用的な資源もしくは環境で置き換え、又は提供すること等により、影響を代償する。 

 

  (4)評価方法 

調査及び予測の結果並びに検討した環境保全措置の内容を踏まえ、以下の観点から評価を

行った。 

 

   ① 環境への影響の緩和の観点 

振動に係る影響が、実行可能な範囲でできる限り緩和され、環境保全についての配慮が

適正になされているかどうかを検討した。 

 

   ② 環境保全のための目標等との整合の観点 

振動の予測結果について、表 4.3-11 に示す環境保全のための目標との整合が図られて

いるかについて検討した。 

 
表 4.3-11 環境保全のための目標（工事関係車両の走行に伴う道路交通振動） 

環境保全目標 具体的な数値 備考 

振動に係る要請限度 

第二種区域（近隣商業地域、商業地域、
準工業地域、工業地域及びこれらの地
域に相当する地域）の要請限度（昼
間:7～19 時）70 デシベル以下とする。 

振動規制法に基づく要請限度 
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  (5)評価結果 

   ① 環境への影響の緩和に係る評価 

事業の実施にあたっては、「(7)環境保全措置の内容と経緯」に示したように、事業者と

してできる限り環境への影響を緩和するため、「交通量の分散」、「交通規制等の遵守」と

いった環境保全措置を講じる計画である。 

以上のことから、構図中における工事関係車両の走行に伴う道路交通振動による影響に

ついては、緩和されると評価する。 

 

   ② 環境保全のための目標等との整合に係る評価 

工事関係車両の走行に伴う道路交通振動の予測結果は、表 4.3-12に示すとおりである。

工事関係車両の通過する地点Aで36デシベルとなり、環境保全のための目標値を満足する。 

以上のことから、環境保全に関する目標との整合性は図られているものと評価する。 

 

表 4.3-12 環境保全のための目標等との整合に係る評価結果 

（工事関係車両の走行に伴う道路交通振動） 
単位：デシベル 

予測地点 現況値 予測値（増加量） 環境保全のための目標 

地点 A 
（堤防道路東側） 

33 36(2.8) 昼間(7～19 時)：70 以下 
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 3．工事中における建設機械の稼働に伴う建設作業振動による影響 

  (1)予測結果 

建設機械の稼働に伴う建設作業振動の予測結果は、表 4.3-13及び図 4.3-1に示すとおり

である。 

対象事業実施区域敷地境界最大地点における建設作業振動レベルは59デシベルと予測する。

振動規制法に基づく特定建設作業に係る規制基準と比較すると、規制基準を下回る。 

また、地点2の最寄住居について、予測した建設作業振動と現況の振動(平日の現地調査結

果)を合成した騒音レベルは、表 4.3-14に示すとおり、30デシベルと予測する。予測結果は

参考とした振動感覚閾値(55デシベル)を下回る。 

 
表 4.3-13 建設機械の稼働に伴う建設作業振動の予測結果 

単位：デシベル 

予測地点 予測値 規制基準 

対象事業実施区域敷地境界最大地点 59 

75 以下 

地点 1a 対象事業実施区域東側 55 

地点 1b 対象事業実施区域北側 48 

地点 1c 対象事業実施区域西側 48 

地点 1d 対象事業実施区域南側 52 

注 1）対象事業実施区域は、振動規制法の規制地域外であるが、本計画施設は準工業地域の規制基準を適用するこ
とから、振動規制法に基づく特定建設作業に係る規制基準と比較した。 

 

表 4.3-14 現況(平日)と建設作業振動の合成値 
単位：デシベル 

予測地点 現況(平日) 建設作業振動 合成値(増加量) 参考 

地点 2 最寄住居 26 28 30(4) 
振動感覚閾値(55)

以下 
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図 4.3-1 建設機械の稼働による建設作業振動の予測結果（18～20ヵ月目） 

上田市基本図を加工して作成。 
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  (2)予測結果の信頼性 

予測結果の信頼性に係る条件の設定内容及び予測結果との関係は、表 4.3-15に示すとお

りである。 

予測にあたっては、建設機械稼働台数については工事箇所からの建設作業振動が最大とな

る条件を採用している。このため、予測結果は環境影響の程度を評価するにあたって十分な

信頼性を有していると考える。 

 

表 4.3-15 予測結果の信頼性に係る条件設定内容と予測結果との関係 

項目 設定内容 予測結果との関係 

振動予測計算式 
予測式は建設作業振動の予測
に一般的に用いられている式
である。 

予測対象とする地点と建設機械の位置や地盤
の摩擦減衰等を考慮した予測手法の適用は適
切であると考える。 

建設機械稼働台数 

建設機械稼働台数は、工事箇
所からの建設作業振動が最大
となる工事開始後 18～20 ヵ
月目に稼働する台数を設定し
た。 

工事箇所からの建設作業振動が最大となる時
期の建設機械稼働台数を予測条件として用い
ていることから、予測結果については影響が
最大となる場合の条件を考慮していると考え
られる。 

 

  (3)環境保全措置の内容と経緯 

工事中における建設機械の稼働に伴う建設作業振動による影響をできる限り緩和させるこ

ととし、表 4.3-16に示す環境保全対策を講じる。 

なお、予測の前提条件としている環境保全措置はない。 

 
表 4.3-16 環境保全措置（建設機械の稼働に伴う建設作業振動） 

環境保全措置 環境保全措置の内容 
環境保全措置 
の種類注） 

対策型建設機械の使用 
振動の発生源強度を極力低減するよう、低振動型建設機
械の使用や、低振動型工法の採用に努める。 

低減 

建設機械稼働時間の分散 
建設機械の稼働台数が集中しないように、工事時期や稼
働時間の分散に努める。 

低減 

注）【環境保全措置の種類】 
回避：全部又は一部を行わないこと等により、影響を回避する。 
低減：実施規模若しくは程度を制限すること又は発生した影響を何らかの手段で軽減若しくは消失させるこ

とにより影響を低減する。 
代償：代用的な資源もしくは環境で置き換え、又は提供すること等により、影響を代償する。 

 

  (4)評価方法 

調査及び予測の結果並びに検討した環境保全措置の内容を踏まえ、以下の観点から評価を

行った。 

 

   ① 環境への影響の緩和の観点 

振動に係る影響が、実行可能な範囲でできる限り緩和され、環境保全についての配慮が

適正になされているかどうかを検討した。 
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   ② 環境保全のための目標等との整合の観点 

振動の予測結果について、表 4.3-17 に示す環境保全のための目標との整合が図られて

いるかについて検討した。 

 
表 4.3-17 環境保全のための目標（建設機械の稼働に伴う建設作業振動） 

環境保全目標 具体的な数値 備考 

振動に係る規制基準 
対象事業実施区域境界において規
制基準 75 デシベル以下とする。 

本計画施設は準工業地域の規制基
準を適用することから、振動規制
法に基づく特定建設作業振動に係
る規制基準（敷地境界）を目標と
して設定する。 

振動感覚閾値 
最寄住居において振動感覚閾値
(55 デシベル)以下とする。 

- 

 

  (5)評価結果 

   ① 環境への影響の緩和に係る評価 

事業の実施にあたっては、「(7)環境保全措置の内容と経緯」に示したように、事業者と

してできる限り環境への影響を緩和するため、「対策型建設機械の使用」、「建設機械稼働

時間の分散」といった環境保全措置を講じる計画である。 

以上のことから、建設機械の稼働に伴う建設作業振動の影響については、緩和されると

評価する。 

 
 
   ② 環境保全のための目標等との整合に係る評価 

建設機械の稼働に伴う建設作業振動の予測結果は、表 4.3-18 に示すとおりである。 

対象事業実施区域境界での最大地点及び最寄住居において、環境保全のための目標値を

満足している。 

以上のことから、環境保全のための目標との整合は図られているものと評価する。 

 

表 4.3-18 環境保全のための目標との整合に係る評価結果 

（建設機械の稼働に伴う建設作業振動） 
単位：デシベル 

予測地点 予測値 環境保全のための目標 

対象事業実施区域敷地境界最大地点 59 75 以下 

地点 2(最寄住居) 30 55 以下 
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 4．供用時における廃棄物搬出入車両等の走行に伴う道路交通振動による影響 

  (1)予測結果 

廃棄物搬出入車両等の走行に伴う道路交通振動の予測結果は、表 4.3-19に示すとおりで

ある。 

予測結果は、地点Aで35デシベル(増加量1.7)、地点Bで49デシベル(増加量9.1)であり、す

べての地点で要請限度を下回ると予測する。また、振動感覚閾値55デシベル以下であった。 

 

表 4.3-19 廃棄物搬出入車両等の走行に伴う振動の予測結果（L10） 
単位：デシベル 

予測地点 
ピーク 
時間帯 

現況 
振動レベル 

① 

振動レベル計算値 
予測結果 
①＋④ 

要請限度 

【第 2種区域】 

現況 
② 

供用時 
③ 

増加量 
④=③-② 

昼間 
（7～19 時） 

地点 A 
（堤防道路東側） 

9 時～10 時 
33 

(33.4) 
41.2 42.9 1.7 

35 
(35.1) 

70 以下 
地点 B 

（堤防道路西側） 
11 時～12 時 

40 
(39.9) 

31.0 40.1 9.1 
49 

(49.0) 
注 1）ピーク時間帯とは、道路交通振動レベルの予測結果が最大となる時間帯を示す。 
注 2）予測地点 B に要請限度は設定されていないが、本計画施設は準工業地域の規制基準を適用することから、第

二種区域（近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びこれらの地域に相当する地域）の要請限度と
比較した。 

注 3）要請限度の第 2種区域は、振動規制法第 16 条第 1項の規定に基づく指定区域内における道路交通振動の限度
により指定。 

 

  (2)予測結果の信頼性 

予測結果の信頼性に係る条件の設定内容及び予測結果との関係は、表 4.3-20に示すとお

りである。 

予測にあたっては、供用時の廃棄物搬出入車両等台数が安定した時期に想定される概ね最

大となる場合の条件を採用している。このため、予測結果は環境影響の程度を評価するにあ

たって十分な信頼性を有していると考える。 

 

表 4.3-20 予測結果の信頼性に係る条件設定内容と予測結果の関係 

項目 設定内容 予測結果との関係 

振動予測計算式 
予測式は道路交通振動の予測に一
般的に用いられている式である。 

予測対象とする道路構造は、地点 A は
平面道路、地点 Bは高さ 2m 未満の盛土
道路であり、「道路環境影響評価の技術
手法（平成 24 年度版）」に準拠して平
面道路として扱っており、予測手法の
適用は適切であると考える。なお、地点
B については、住宅等の保全対象の地盤
高さが概ね同様である。 

廃棄物搬出入車両等 

台数 

廃棄物搬出入車両等は、施設が定
常的に稼働し、台数が概ね安定し
たと想定される時期とした。また、
走行割合は現況を踏まえ算出した
最大台数としている。 

ごみ搬入車両等の台数が概ね安定した
と想定される時期における台数を予測
条件とし、各予測地点での最大台数を
用いていることから、予測結果につい
ては影響が最大となる場合の条件を考
慮していると考えられる。 

  



1.4-101 

  (3)環境保全措置の内容と経緯 

廃棄物搬出入車両等の走行に伴う道路交通振動の影響をできる限り緩和させることとし、

表 4.3-21に示す環境保全対策を講じる。 

なお、予測の前提条件としている環境保全措置はない。 

 

表 4.3-21 環境保全措置（廃棄物搬出入車両等の走行に伴う道路交通振動） 

環境保全措置 環境保全措置の内容 
環境保全措置 
の種類注） 

交通量の分散 
廃棄物搬出入車両等が集中しないよう搬入時間帯の
分散に努める。 

低減 

交通規制等の遵守 
速度や積載量等の交通規制及び指定走行ルート、標示
規制等を遵守するよう、指導及び周知を行う。 

低減 

注）【環境保全措置の種類】 
回避：全部又は一部を行わないこと等により、影響を回避する。 
低減：実施規模若しくは程度を制限すること又は発生した影響を何らかの手段で軽減若しくは消失させるこ

とにより影響を低減する。 
代償：代用的な資源もしくは環境で置き換え、又は提供すること等により、影響を代償する。 

  
  (4)評価方法 

調査及び予測の結果並びに検討した環境保全措置の内容を踏まえ、以下の観点から評価を

行った。 

 

   ① 環境への影響の緩和の観点 

振動に係る影響が、実行可能な範囲でできる限り緩和され、環境保全についての配慮が

適正になされているかどうかを検討した。 

 

   ② 環境保全のための目標等との整合の観点 

振動の予測結果について、表 4.3-22 に示す環境保全のための目標との整合が図られて

いるかについて検討した。 

 

表 4.3-22 環境保全のための目標（廃棄物搬出入車両等の走行に伴う道路交通振動） 

環境保全目標 具体的な数値 備考 

振動に係る要請限度 

第二種区域（近隣商業地域、商業
地域、準工業地域、工業地域及び
これらの地域に相当する地域）の
要請限度（昼間:7～19 時）70 デ
シベル以下とする。 

予測地点 A については振動規制法に基づ
く要請限度、予測地点 B については、要
請限度は設定されていないが、本計画施
設は準工業地域の規制基準を適用するこ
とから、地点 A と同様に設定する。 
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  (5)評価結果 

   ① 環境への影響の緩和に係る評価 

事業の実施にあたっては、「(7)環境保全措置の内容と経緯」に示したように、事業者と

してできる限り環境への影響を緩和するため、「交通量の分散」、「交通規制等の遵守」と

いった環境保全措置を講じる計画である。 

以上のことから、廃棄物搬出入車両等の走行に伴う道路交通振動による影響について

は、緩和されると評価する。 

 

   ② 環境保全のための目標等との整合に係る評価 

廃棄物搬出入車両の走行に伴う振動の予測結果は、表 4.3-23 に示すとおりである。 

すべての地点において、環境保全のための目標値を満足している。 

以上のことから、環境保全のための目標との整合は図られているものと評価する。 

 

表 4.3-23 環境保全のための目標との整合に係る評価結果 

（廃棄物搬出入車両等の走行に伴う道路交通振動） 
単位：デシベル 

予測地点 現況値 予測値（増加量） 環境保全のための目標 

地点 A 
（堤防道路東側） 

33 35(1.7) 

昼間(7～19 時)：70 以下 
地点 B 

（堤防道路西側） 
40 49(9.1) 
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 5．供用時における施設の稼働に伴う影響 

  (1)予測結果 

施設の稼働振動の予測結果は、表 4.3-24及び図 4.3-2に示すとおりである。 

対象事業実施区域敷地境界最大地点における施設の稼働振動による振動レベルは、昼間及

び夜間で57デシベルとなるものと予測する。振動規制法に基づく特定工場等に係る規制基準

と比較すると、基準値を下回る。 

また、地点2の最寄住居について、予測した建設作業振動と現況の振動(平日の現地調査結

果)を合成した騒音レベルは、表 4.3-25に示すとおり、昼間で27デシベル、夜間で26デシベ

ルと予測する。予測結果は参考とした振動感覚閾値(55デシベル)を下回る。 

 

表 4.3-24 施設の稼働振動の予測結果 
単位：デシベル 

予測地点 時間区分 予測値 規制基準【第 2 種区域】 

対象事業実施区域敷地境界最大地点 昼間、夜間 57 

規制基準 
昼間：70 以下 
夜間：65 以下 

地点 1a 対象事業実施区域東側 昼間、夜間 42 

地点 1b 対象事業実施区域北側 昼間、夜間 55 

地点 1c 対象事業実施区域西側 昼間、夜間 53 

地点 1d 対象事業実施区域南側 昼間、夜間 53 

注）時間区分は、昼間で 7～19 時、夜間で 19～7時となっている。 

注 2）対象事業実施区域は、振動規制法の規制地域外であるが、本計画施設は準工業地域の規制基準を適用するこ

とから、振動規制法に基づく特定工場等に係る規制基準と比較した。 
注 3）規制基準の第 2種区域は、振動規制法第 3条第 1項の規定による規制地域（上田市）により指定。 

 

表 4.3-25 現況(平日)と施設の稼働振動の合成値 
単位：デシベル 

予測地点 時間区分 現況(平日) 施設の稼働振動 合成値(増加量) 参考 

地点 2 最寄住居 
昼間 26 18 27(1) 振動感覚閾値 

(55)以下 夜間 25 未満 18 26(1) 

注）夜間における現況は、25 デシベルとして合成した。   
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図 4.3-2 焼却施設の稼働振動予測結果（昼間・夜間） 

上田市基本図を加工して作成。 
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  (2)予測結果の信頼性 

予測結果の信頼性に係る条件の設定内容及び予測結果との関係は、表 4.3-26に示すとお

りである。 

予測にあたっては、設備機器台数及び配置については事業計画に基づき条件を設定してい

る。このため、予測結果は環境影響の程度を評価するにあたって十分な信頼性を有している

と考える。 

 

表 4.3-26 予測結果の信頼性に係る条件設定内容と予測結果の関係 

項目 設定内容 予測結果との関係 

振動予測計算式 
予測式は施設振動の予測に
一般的に用いられている式
である。 

伝搬経路における距離減衰等を考慮した予測
手法の適用は適切であると考える。 

設備機器台数及び配置 
設備機器台数及び配置は事
業計画に基づき条件を設定
している。 

焼却施設が定常的に稼働する場合の設備機器
台数及び配置を予測条件として用いているこ
とから、予測結果については影響が最大とな
る場合の条件を考慮していると考えられる。 

 

  (3)環境保全措置の内容と経緯 

供用時における施設の稼働に伴う振動の影響をできる限り緩和させることとし、表 4.3-27

に示す環境保全対策を講じる。 

なお、「屋内への機器配置」は、予測の前提条件としている。 

 

表 4.3-27 環境保全措置（施設の稼働振動） 

環境保全措置 環境保全措置の内容 
環境保全措置 
の種類注） 

屋内への機器配置 機器については、極力屋内に収納・設置する。 低減 

対策型設備機器の使用 
振動の発生源強度を極力低減するよう、できる限り低
振動型設備機器の採用に努める。 

低減 

振動発生機器への防振措置 
振動の大きい設備機器は、必要に応じて防振ゴムの設
置、防振架台又は独立基礎上に設置する等の対策を講
じる。 

低減 

注）【環境保全措置の種類】 
回避：全部又は一部を行わないこと等により、影響を回避する。 
低減：実施規模若しくは程度を制限すること又は発生した影響を何らかの手段で軽減若しくは消失させるこ

とにより影響を低減する。 
代償：代用的な資源もしくは環境で置き換え、又は提供すること等により、影響を代償する。 

 

  (4)評価方法 

調査及び予測の結果並びに検討した環境保全措置の内容を踏まえ、以下の観点から評価を

行った。 

 

   ① 環境への影響の緩和の観点 

振動に係る影響が、実行可能な範囲でできる限り緩和され、環境保全についての配慮が

適正になされているかどうかを検討した。 
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   ② 環境保全のための目標等との整合の観点 

振動の予測結果について、表 4.3-28 に示す環境保全のための目標との整合が図られて

いるかについて検討した。 

 

表 4.3-28 環境保全のための目標（施設の稼働振動） 

環境保全目標 具体的な数値 備考 

振動に係る規制基準 
対象事業実施区域敷地境界において 
昼間(7～19 時)：70 デシベル以下 
夜間(19～7 時)：65 デシベル以下 

本計画施設は準工業地域の規制基
準を適用することから、「振動規
制法に基づく特定工場等に係る規
制基準」第 2種区域を目標として
設定する。 

振動感覚閾値 
最寄住居において振動感覚閾値(55
デシベル)以下とする。 

- 

 

  (5)評価結果 

   ① 環境への影響の緩和に係る評価 

事業の実施にあたっては、「(7)環境保全措置の内容と経緯」に示したように、事業者と

してできる限り環境への影響を緩和するため、「屋内への機器配置」、「対策型設備機器の

使用」、「振動発生機器への防振措置」といった環境保全措置を講じる計画である。 

以上のことから、供用時における施設の稼働振動による影響については、緩和されると

評価する。 

 

   ② 環境保全のための目標等との整合に係る評価 

施設の稼働振動の予測結果は、表 4.3-29 に示すとおりである。対象事業実施区域敷地

境界での最大地点において、環境保全のための目標を満足している。 

以上のことから、環境保全のための目標との整合は図られているものと評価する。 

 

表 4.3-29 環境保全のための目標との整合に係る評価結果（施設の稼働振動） 
単位：デシベル 

予測地点 時間区分 予測値 環境保全のための目標 

対象事業実施区域敷地境界最大地点 
昼間 57 昼間：70 以下 

夜間：65 以下 夜間 57 

地点 2（最寄住居） 
昼間 27 

55 以下 
夜間 26 

注）時間区分は、昼間で 7～19 時、夜間で 19～7時となっている。 

 

 


